
 

船舶事故調査報告書 

令和５年１１月１５日 

   運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和４年１１月３日 ０８時００分ごろ 

発生場所 東京都青ヶ島村青ヶ島港 

 タカトウ四等三角点から真方位２７４°８６０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２６.８′ 東経１３９°４５.５′） 

事故の概要  砂利運搬船第百七十八鳳生
ほうせい

丸は、着岸作業中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１２月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 第百七十八鳳生丸、４９９トン 

 １４１６７７、鳳生汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

航海士Ａ、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部フェアリーダーに擦過傷 

岸壁 車止めに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約１ｍ 

事故の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか４人が乗り組み、荷役の目的で、千

葉県千葉港葛南区を出港し、青ヶ島港に向かった。 

 船長は、青ヶ島港には南西に延びる２つの岸壁が設置されており、

東からの風及び波の影響を考慮して、西側の岸壁の北西側（以下「本

件岸壁」という。）に船首を北東方に向けて入船右舷着けすることと

した。 

 本船は、約２ノットの対地速力で本件岸壁に接近し、出港時に本船

を左方に回頭する目的で左舷船首から錨及び錨鎖３節ほどを投入し、

本件岸壁から平行に約２０ｍ離れた場所で主機を中立として右舷から

船首及び船尾スプリングラインを取ったのち、主機を停止した。 

 船長は、着岸作業を行っていた乗組員に本件岸壁に平行に接近し、

約１ｍの間隔を空けて停船するように指示したのち、操舵室から船首

甲板に向かった。 

 航海士Ａは、着岸の指揮を執り、船首部甲板配置の航海士に船首ス

プリングラインを、船尾部甲板配置の機関士に船尾スプリングライン

を巻き上げるように指示した。 

 本船は、右舷の船首及び船尾スプリングラインを巻き上げていたと

ころ、航海士Ａが本件岸壁から５ｍ付近で船尾部が船首部より早く岸

壁に接近していることを認め、船尾スプリングラインの巻き上げを止



 

める指示をしようとしたものの間に合わず、右舷船尾部が本件岸壁に

衝突した。 

 航海士Ａは、衝突後、左舷船首部を確認したところ、左舷から投入

した錨鎖が緊張していることを認め、その張力により右舷から出した

船首スプリングラインの巻き上げ速度が遅くなっているところ、船尾

スプリングラインの巻き上げを続けたので、本件岸壁に衝突したと思

った。 

分析  

 

 本船は、着岸作業中、左舷船首から投入した錨鎖が緊張しており、

その張力により右舷から出した船首スプリングラインの巻き上げ速度

が遅くなっているところ、航海士Ａが、船首及び船尾スプリングライ

ンの巻き上げを続けたことから、本件岸壁に平行に接近することがで

きず、右舷船首部より右舷船尾部が早く接近し、右舷船尾部が本件岸

壁に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、着岸作業中、左舷船首から投入した錨鎖が緊張

しており、その張力により右舷から出した船首スプリングラインの巻

き上げ速度が遅くなっているところ、航海士Ａが、船首及び船尾スプ

リングラインの巻き上げを続けたため、本件岸壁に平行に接近するこ

とができず、右舷船首部より右舷船尾部が早く接近し、右舷船尾部が

本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・着岸作業を指揮する者は、錨鎖を投入した状態で岸壁に平行に接

近する際、錨鎖を監視する者を配置し、錨鎖の緊張状況を確認す

るとともに、船首及び船尾スプリングラインの巻き上げ状況を確

認して釣り合いが取れずに岸壁に接近したら巻き上げを止めるこ

と。 

 


